
 

１ 概 要  

本市では，平成 29年 7月に竹原市空き家等対策計画を策定し，空き家対策を進めております。 

今年度からは，空き家の活用・除却・家財道具処分の３事業を新たに開始するとともに，地域住民

や関連する団体から推薦された方などからご意見をいただき，空き家対策に取り組んでいくため，本

協議会を設置することといたしました。  

２ 日 時  

令和２年６月１８日（木）１５時００分から 

３ 場 所  

竹原市人権センター１階 会議室 

４ 協議内容  

○ 竹原市の空き家の現状について 

 ○ 空き家対策総合支援事業について 

  ・空き家の改修・除却・家財道具処分の支援制度 

 〇 特定空家の判定基準について 

５ 今後のスケジュール  

 〇 第２回 令和２年１０月頃 (テーマ：特定空家の認定について) 

○ 第３回 令和３年２月頃 （テーマ：特定空家の取組状況について） 

６ 委員の構成  

  地域住民，法務・不動産・建築・福祉，文化等に関する専門的知識又は学識経験を有する方，関係

行政機関の職員 １２名 

７ その他  

  取材を希望される場合は，あらかじめ担当へご連絡ください。 

問い合わせ 

 建設部 都市整備課 住宅建築係 担当：大庭・脇 
 ＴＥＬ0846-22-7749 ＦＡＸ0846-22-8579 

 

元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし、竹原市。 
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竹原市の空き家活用を考える 
6/18（木）第１回 竹原市空き家等対策協議会 開催 


